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令和２年（２０２０年）８月24日～８月30日

東大阪市上下水道局

資料-１

【書面開催】
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 案 件

① 将来の水需要について

② 基本理念・基本目標（案）について

③ 実現方策（案）について

 主な意見と対応方針

① 水需要予測について、人口や水需要が予測より下振れするリスクはないか。
水需要予測を見直すタイミングはあるのか。

⇒５年毎に策定する実施計画において再度水需要予測を検証する。

② 基本目標で掲げている「安全」「強靭」「持続」のワードと施策内容が一致しな
い部分がある。

⇒ 「安全」「強靭」「持続」にとらわれず、施策内容に関連した表現を検討する。

③ １８施策の中で、より重要だと考えている施策はあるのか。

⇒重点施策を設定するとともに、ビジョンの中で具体的な取組みを示していく。

④ 水道は命に関わる事業であるため、経営にあたっては赤字にならないによう
に考えなければならない。

⇒将来の経営状況を見通し、適正な料金への見直しを含む、持続可能な

経営に向けた取組みを検討する。
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東大阪市水道事業の現状と課題
• 東大阪市の水道施設及び事業経営に関する現状評価と課題把握

水道の理想像と目標設定
• 50年、100年先を見据えた東大阪市の水道の理想像の設定
• 理想像を具現化するための基本目標の設定

推進する実現方策
• 基本目標を達成するために推進すべき具体的施策の設定

フォローアップ
• 実現方策を動かす組織体制と役割分担の設定

将来の
事業環境

■第１回（R2年2月）

■第３回（R2年8月）【今回】

新水道ビジョン（素案）、（案）の作成 ■第４回（R2年10月予定）

■第２回（R2年7月）



１．【案件１】施策推進に向けた取り組みについて

２．【案件２】「新水道ビジョン素案たたき台」について
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１．【案件１】施策推進に向けた取り組みについて

２．【案件２】「新水道ビジョン素案たたき台」について
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 ８つの方策を実現するために『１８の施策』に取り組んでいきます。

 特に重要な施策を『重点施策』と位置づけて事業を推進していきます。

実現方策 推進する施策

１．安全な水道水質の維持・向上
①水質管理体制の充実

②鉛製給水管解消の推進

③貯水槽水道への指導・助言強化と直結給水の推奨

２．効率的な水道施設の再構築と維持管理
④水道施設の最適な配置・規模での整備
⑤水道施設の適切な更新・維持管理の推進

３．水道施設のレベルアップ ⑥水道施設の防災対策の推進

４．危機管理のレベルアップ
⑦危機管理体制の充実
⑧地域・他事業体・企業との連携の推進

５．経営基盤の強化
⑨適切な資産管理の推進

⑩必要な財源確保の推進

６．組織運営の強化・効率化

⑪効率的な組織運営の推進

⑫水道に精通した人材の育成

⑬広域連携・官民連携の推進

７．お客さまサービスの向上
⑭広報・広聴手法の充実
⑮水道サービス・手続きの充実

⑯給水工事事業者の資質向上

８．環境への配慮
⑰省エネルギーに努めた水運用の推進

⑱環境に配慮した事業の推進
重点施策
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【課題】
 水需要の減少に伴い、施設利用率は年々減少。
 平区の配水区域が広域であり、事故や災害による影響が甚大。

☞浄水場や配水池の統廃合を含めた施設の最適配置や、
施設更新に合わせた施設規模の適正化（ダウンサイジ
ング）により、コスト削減や施設稼働率の向上をめざ
します。

☞配水ブロック化（配水区域を適当な広さに分割するこ
と）により、事故等の被害軽減や水運用の効率化をめ
ざします。

今後の

施策の

方向性

④-1 浄水場の配水池化
④-2 水需要予測に基づく施設のダウンサイジング
④-3 配水エリアのブロック化

主な

取り組み
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残りの約1％は自己水（生駒山の湧水）

約94％を大阪広域水道企業団から受水
約5％を大阪市から受水 村野系庭窪系

自己水

0.9%

大阪広域水道

企業団浄水

94.2%

大阪市浄水

4.9%

東大阪市

大阪市
配水量の大半は受水（買い水）

自己水はごくわずか（約1%）

石切低区浄水場
（自己水）

石切高区浄水場
（自己水）

水走配水場

池島配水場

上小阪配水場

菱屋西配水場

中石切受水中継
ポンプ場

市内日最大配水量（H30） 172,950m3/日

浄
水
能
力

石切低区 1,180m3/日

石切高区 600m3/日

合計 1,780m3/日

対配水量割合 約１％
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老朽化した浄水施設を廃止し、全量企業団水に移行する整備を行う

 危機管理面から運用しているが、浄
水施設が老朽化し、今後更新してい
くためには多額の費用がかかる。

 現在の浄水量は、市内全配水量の
0.9%（Ｈ30）と非常に少ない。

 将来の水需要は減少することが想
定され、浄水施設を廃止しても水運
用上は支障がない。

課題

現状

石切高区はS39年、石切低区はS62年
に建設された施設であり、生駒山のトン
ネル湧水を浄水処理した後、水量安定
のために大阪広域水道企業団の受水
と混合し一部地域に配水している。

石切高区取水場

石切高区浄水場
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企業団受水

廃止

 浄水施設を廃止し、配水池化することにより、浄水設備の更新費用（イニ
シャルコスト）・維持管理費用（ランニングコスト）の削減が期待できる

高速凝集沈殿池 急速ろ過機



今後100年間で

 更新費用
34億円削減
（配水池分除く）

 維持管理費用
13億円削減

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

現状維持 浄水場廃止

薬品費, 8.7円
光熱水費, 7.9円

修繕費, 14.6円

委託費, 18.1円
水質検査費, 1.9円
人件費, 14.6円

減価償却費, 42.6円

受水費, 72.0円

動力費, 7.0円

1m
3 当
た
り
コ
ス
ト
（
円

/m
3 ）

108.3円/m3 79.0円/m3

自己水を廃止することで、非常時の水量確保が課題と
なるが、配水池の耐震化や緊急遮断弁の整備により、
災害時などにおける必要貯留量を確保する
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コスト削減 維持管理費用削減
（▲29.3円/m3）

危機管理
水源の見直し・浄水施設の
廃止により、将来の投資や
維持管理費の削減、水運用
の効率化を推進する
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アセットマネジメントによる更新費用の見通し（浄水場）

今後１０年以内に
相当額の更新費用
が発生する

更新見通し・施設の状況より、まずは石切高区浄水場を配水池化する

石切高区

石切低区
今後１０年以内に
は大きな更新は
発生しない



- 13 -

水需要減少を見据えて施設規模を適正化し、効率的に水運用を行う

水需要予測の結果より、今後も水需要の減少傾向が続くものと考え
られる。したがって、水運用の効率化、施設更新費用の縮減のため、
今後の更新に合わせて施設規模の適正化を図る必要がある。

現状、課題

• 施設能力の余剰
（施設の利用効率低下）

• 滞留時間増による水質低下
（残留塩素の低下等）

• 更新時の過大投資の恐れ

現状規模のまま更新

配水池

管路

ダウンサイジング

【一日最大給水量】
Ｈ30：173千m3/日 ⇒Ｒ12：156千m3/日（▲10%） ⇒ Ｒ42：130千m3/日（▲25%）

• 施設能力の適正化
（利用効率の維持・向上）

• 滞留時間減による水質低下
防止

• 更新費用の縮減

現状規模
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H30日最大配水量内訳

菱屋西配水量 26千m3

市内全域 173千m3

市内配水量割合 15.0%

菱屋西
配水場

耐震性能が確保できていない
３～５号池は建設後60～70年経過
今後100年間の更新費用は約64億円
菱屋西配水場を廃止しても、他の配水
池により、配水能力は確保できる

施設名称 建設年 容量ｍ3 耐震

1号配水池 H6 1,750 なし

2号配水池 H2 700 なし

3号配水池 S26 1,820 なし

4号配水池 S28 1,780 なし

5号配水池 S30 3,750 なし

計 9,800

建設年及び耐震性能

菱屋西配水場諸元

配水池容量 9,800m3

施設能力 30,500m3/日

菱屋西配水場の位置付けの見直し

将来的に菱屋西配水場を廃止し、施
設の最適配置・規模の適正化を図る
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日本各地の過去の災害における水道被害の経験からも、ブロック化
による被害の局所化・復旧の迅速化の効果が挙げられている。また、
平時においても水運用の効率化・漏水把握が容易になるなどの効果
が期待できる。

配水ブロック化
の効果

現行ビジョンの取り組みでもあり、引き続き取り組む

配水区域が広域であり、事故や災害により水道管路が損傷した場合、
広範囲に甚大な影響をおよぼす可能性が高い。現状、課題

ブロック化前（現状） ブロック化後（将来）

配水池

配水池

配
水
管

配水池

配
水
管

バルブ

配水池



配水池

配
水
管

バルブ

配水池

ブロック化後（将来）

配水池

配水池

配
水
管
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ブロック化前（現状）

配水池

配
水
管

バルブ

配水池

ブロック化後（将来）

配水池

配水池

配
水
管

ブロック化前（現状）

漏水 漏水

漏水：多

漏水：少

発災 発災

・流れが複雑であり、水量・水圧の管理が困難
・漏水箇所、漏水量の把握が困難

・水量・水圧の適正管理が可能
・漏水把握が容易になり、効率的な対策が可能

・事故や災害時の断水影響範囲が広範囲になる
・発災部の特定・分離等に時間を要し被害が長期化

・断水影響範囲を限定することが可能
・断水影響の早期解消・早期復旧が可能

平

常

時

非

常

時
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出典： 水道事業統計年報

（東大阪市上下水道局）

平野部
山間部

～（標高）OP+10m← →～ （標高） OP+10～150m
（一部+230m）

給水区域外
現状の給水区域
（給水区域 52㎢）

菱屋西配水場

水走配水場

池島配水場上小阪配水場

大阪市
受水

４つの施設から広範囲な平野部
に配水しており、水の流れも複雑
な状況となっている

現
状
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水走エリア

上小阪エリア 池島エリア

 既存の配水管網を活用し、水
走配水場・上小阪配水場・池
島配水場による中ブロック化
（３ブロック）を推進する。

 同時に、菱屋西配水場を廃
止し、施設の最適配置・ダウ
ンサイジングを進める。

平区配水区域の
３ブロック化

配水池と配水エリアを
１対１の関係にする

近鉄奈良線

中
央
環
状
線

（
近
畿
道
）

（廃止）
菱屋西

水走配水場

池島配水場上小阪配水場

将
来
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【課題】
 配水池や管路の耐震化が大阪府下の他の事業体と比べて遅れている。
 近年の台風や豪雨において、浸水・土砂災害、停電などの甚大な被害が顕在化。

今後の

施策の

方向性

⑥-1 配水池の耐震化 ⑥-2 管路の耐震化
⑥-3 重要給水施設管路の耐震化
⑥-4 防災拠点としての新水道庁舎の整備

☞配水池や管路の耐震化を進め、災害時における水供給の
安定性向上を図ります。

☞特に、重要給水施設（病院・避難所等）への配水管路の
耐震化を重点的に行い、災害時において、避難所や医療機
関等の重要施設への供給ルートを迅速に確保します。

☞配水場等の停電・浸水・土砂対策を推進し、様々な災害
に対する強靭性を確保し、水道施設のレベルアップをめざ
します。

主な

取り組み
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【課題】
 近年、想定をこえる規模の災害が頻発しているため、災害での経験を生かした危
機管理マニュアル等の見直しが重要。

 水道事業者が保有する資材や人員にも限りがあるため、民間企業・地域住民と連
携して「自助」「共助」を含めた災害対応能力の強化が必要。

今後の

施策の

方向性

⑦-1 応急給水施設の整備

☞危機管理マニュアルの充実や業務継続計画（ＢＣＰ）
の策定により、危機対応能力の強化を図ります。

☞応急給水施設の整備や、災害時に必要となる資機材の
確保を進め、災害時に迅速に水を届けられるようにし
ます。

主な

取り組み
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 災害による被害をできるだけ少なくするためには、一人
一人が自ら取り組む「自助」、地域で助け合って取り組
む「共助」、行政が取り組む「公助」が重要となる。

「公助」
災害に備えるために、水道施設の防災対策をさ
らに推進していく

「公助」に対する取り組み
 配水池・管路の耐震化
 重要給水施設配水管路の耐震化
 停電・浸水・土砂災害対策の推進
 災害時水量確保に向けた緊急遮断弁の整備
 防災拠点としての新水道庁舎の整備

「共助」

現在は職員が応急給水を実施する体制としてる
が、今後、大規模な災害が発生し、早期に復旧
を行っていくためにも、公助により設置及び整備
を進める耐震性貯水槽や応急給水栓において、
地域で助け合い、市民のみで応急給水を行って
いただけるようにする

「共助」に対する取り組み
 地域との応急給水訓練による設備・使用方法
の周知

「自助」

災害の大きさにより公助（応急給水等）のみで対
応できない可能性があるため、断水が発生した
場合に備えて、各家庭で災害発生３日後までに
最低限必要となる水量９L（３L/人・日）を備蓄し
ていただく

「自助」に対する取り組み
 各家庭における水の備蓄に関する積極的な広
報

自助

共助 公助
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災害時・非常時におい
て必要となる水を市民
に届けられる応急給水
体制を構築する

家庭での水の備蓄に取り
組まれているが、積極的な広
報などにより、さらに推進して
いく必要がある。
災害時・非常時において、
避難所などで必要な水を市
民に届けられる体制の構築
が必要である。

現状、課題

509
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14

269

20

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１.ボトル水を常備している

２.ポリタンクに水をためて常備している

３.浴槽の水を抜かずに残している

４.雨水をためている

５.何もしていない

６.その他

回答率（標本数[N=892]）

396

697

377

306

228

345

52

50

6

6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１.災害時でも蛇口から水が出るようにする

２.断水になっても早く復旧する

３.避難所に行けば水がもらえる

４.必要な情報が早く得られる

５.消火活動に必要な水を確保する

６.医療活動に必要な水を確保する

７.地域での災害対策（応急給水）訓練を行う

８.水道に関わるテロを防ぐ

９.特にない

１０.その他

回答率（標本数[N=892]）

自助への取り組みと
して、家庭における水
の備蓄への対応を積
極的に広報する

災害時・非常時に備えた水の確保について

災害時・非常時の対策への要望

災害時・非常時に必要となる
水を確保するとともに、市民
に給水できる体制を整える
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耐震化前 耐震化後

配水池の耐震化
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B604 配水池の耐震化率 (％)

「配水池の耐震化率」を管理目標として、配水池の耐震化を推進する

配水池の耐震化率は、大阪府下平均と比較すると低く、地震時にお
ける水道水の貯留・配水機能確保のため、今後も耐震化を推進してい
く必要がある。

現状、課題

五条低区配水池
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配水池の耐震性（特別高区・善根寺高区を除く主要施設）

耐震性を有していない施設について、耐震化の方策（耐震補強、改築更
新）を検討・実施する。

 平野部では、上小阪配水池（２号池）や水走配水場（１～３号池）、菱屋西配水場
が耐震性を有していない。

 平野部以外の山間部では、五条中区配水池等が耐震性を有していない。
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耐震化前 耐震化後

管路の耐震化
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B606-2 基幹管路の耐震適合率 (％)

「基幹管路の耐震適合率」を管理目標として、管路の耐震化を推進する

管路更新等に合わせて耐震化を進めているが、基幹管路の耐震適
合率が大阪府下平均や類似団体平均と比べて低い。地震時における
水道水の安定供給のため耐震化対策の推進が必要である。

現状、課題

（※）基幹管路：水道管路のうち、導水管、送水管、
配水本管（φ400mm以上）をさす
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施設のダウンサイジングに合わせて、管路の位置付けを再設定

管路の耐震化の考え方

物理的機能や重要度による管路評価を行い、更新の優先度を設定

管路評価による優先度にもとづいて管路の耐震化を推進する

基幹管路

Step-１

Step-２

現状の管路の位置付けと耐震適合率

※配水幹線はφ400mmまでを基幹管路とする

基幹管路を優先的に更新していく
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 重要給水施設管路は導水・送水・配水本管の基幹管路および配水支管
の中から、医療機関や避難所等の重要給水施設に給水するものを基本
的に設定する

出典：重要給水施設管路の耐震化計画策定の手引き
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拠点給水施設及び
重要給水施設
の状況

重要給水施設（１０５箇所）

防災拠点 １３箇所

医療機関 １５箇所

避難所 ７７箇所

重要給水施設数が
多いため、全ての施
設への管路を早期
に耐震化することは
困難・・・

災害時の応急給水・
応急復旧の考え方に
基づいて、順次耐震
化を進めていく
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災害や危機事象に強い安全な水道を構築し、将来にわたって水道サービ
スを持続させていくためにも、防災拠点としての新水道庁舎を整備する

 水道庁舎は、市民生活を守る水道事業の拠点となる重要な水道
施設である。

 現在の水道庁舎は昭和48年に建設され、築造後47年が経過し、
建物の老朽化が顕在しているとともに、耐震性が低い構造である。

現状、課題

✅ 災害対策拠点をつくる
⇒ 災害および危機事象時等に迅速に対応できる庁舎を目指します

✅ 安心・信頼される体制をつくる
⇒ 業務を円滑に実施でき、お客様サービスの向上に寄与する庁舎を目指します

✅ 環境に配慮し、将来につなげる
⇒ 環境にやさしく、お客様の近くにありつづける庁舎を目指します

新水道庁舎に求められる拠点機能
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拠点給水施設
（配水場）

拠点給水施設
（配水池）

耐震性貯水槽
（広域避難所）

給水車へ
補充

避難所
（小学校等）

受水槽
等へ

医療機関

閉める

閉める

１次給水（～３日） ２次給水（４～７日） ３次・４次給水（８日～）

応急給水・応急復旧の考え方（１） ※日数は目安

発災初期の対応として、家庭備蓄水【自助】、拠点給水【共助・公助】、運搬給水（医療機関・
避難所等）【公助】により、市民の水の運搬が約１km以内となる応急給水体制を構築する
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応急給水・応急復旧の考え方（２）

一次応急給水の体制（１km以内で水を確保）を構築するために、54箇所の施設
（拠点給水：14箇所、避難所：25箇所、医療機関：15箇所）を設定し、優先的に管
路を耐震化していく

半径1kmの円で
ほぼ市内全体を
網羅できている

市内のどこでも
水の運搬を１km
以内で可能
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【課題】
 更新需要が増大する一方で、給水収益の減少による財源不足が懸念される。
 改正水道法において、適切な資産管理の推進のため、施設台帳の整備や、点検
を含む適切な維持・修繕の実施、長期的な収支見通しの公表が求められている。

 給水収益に対する企業債残高（借金）の割合が増加傾向である。

今後の

施策の

方向性

⑩-1 適正な水道料金への見直し

☞将来の財政状況を見据えた適正な料金水準・料金体系へ
の見直しを検討し、必要な財源確保を推進します。

☞水道施設の建設・維持管理コストの低減、資金残高の確
保、企業債残高の適正管理により、持続可能な事業経営
を推進します。

主な

取り組み
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収

益

的

収

支

資

金

残

高

財政収支の見通し（現況ベース）

水需要の減少に伴い、
料金収入が減少

ビジョン期間（10年）

現状維持では、
・水需要の減少により収入が減少
・老朽化した施設の更新に多額の費用が必要

⇒ビジョン期間中に資金不足となる

適正な水道料金への見直しなど
により、財源確保が必要である

【試算条件】
＜収益＞
・料金：現況単価一定
・給水収益：水需要予測
低位値を採用して算出

＜費用＞
実績費用をベースに、
現況施設の維持に必要
となる費用（人件費、維
持管理費等）

【試算条件】
＜収入（財源）＞
企業債は建設改良
費の75％で発行

＜支出＞
現況の施設・管路
の単純更新に必要
となる費用を計上

収入＜支出（＝赤字）となり、
赤字幅が年々拡大！！

資金残高ゼロ
＝資金ショート

事業継続が不可能！

収益的支出
収益的収入
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①
複雑化した
料金体系

• 多様化する使用実態に対応すべく、用途種別を多く設定（家事用、業務用、
公共用、浴場用、事業用、臨時用）したため、用途適用が難しくなっている。

• 家事用と浴場用は大半が原価（H30給水原価：160.1円/m3）を下回っており、
その他の用途への依存度が高い。

②
基本水量と
節水努力

• 基本水量（７m3/月）以内の使用者については、節水努力が水道料金に反
映されない。

• 家事用の基本水量以内の使用者は全体の約3割を占める。

③
逓増度と
料金収入

• 逓増度（使用量が多いほど単価が上がる）が高く、多量使用者への依存度
が高い。

• 生活用水の価格を抑えるため、基本料金・少量使用帯の単価を安く設定。
• 多量使用者の使用水量の減少が、逓増制の影響により、料金収入の減少
に拍車をかけている。

現行の料金体系の課題

将来的な財政収支を見通したうえで、健全な事業経営を持続していくた
め、適切な料金体系への見直しを検討していく。
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【課題】
 人材確保に努めているが、職員数は年々減少傾向にあり、特に中堅・ベテラン職
員の退職による技術力の低下が懸念される。

 ヒト・モノ・カネの課題に対して、近隣事業体との広域連携や、官民連携の推進に
よる事業運営の効率化が求められている。

今後の

施策の

方向性

☞大阪広域水道企業団及び府域水道事業体との広域連携
に向けた検討・協議を推進し、施設の共同化や業務共
同化の実施に向けた検討を進めます。

☞料金収納などの業務の外部委託化により、運営体制の
効率化を図るとともに、サービス水準の向上をめざし
ます。

⑬‐1 民間活力を利用した効率的な運営体制の推進
⑬‐2 大阪広域水道企業団との統合を含む

広域化の検討

主な

取り組み
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これまで窓口関連業務を直営で検針業務を民間委託で行ってきた
が、業務のスリム化、効率化が課題となっている。
官民連携により、最適な役割分担を行いながら、効率的・効果的な
事務執行を推進していく必要がある。

現状、課題

今年度より、「東大阪市水道サービスセンター委託業務」として包括民間委託を開始、
同委託の中で段階的に民間会社によるサービス提供に移行していく。

令和２年１０月～ 滞納整理業務

令和３年１月～
開閉栓業務、電話・窓口受付業務、電話交換業務、
調定業務、料金管理業務

令和３年４月～ 計量審査業務、量水器業務

民間企業の経営手法、管理運営ノウハウを活かしたお客様サービスの向上
と水道事業の合理的かつ効率的な経営を一層促進するため、窓口業務から
検針、料金収納業務等を包括的に民間事業者に委託する。

民間委託導入による効果の見込額は、令和２～６年の５年間で約２．５億円
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 大阪水道ビジョンでは、「府域に
おいては 大阪市を除く全域に大
阪広域水道企業団を通じた広域
的な水道システムが整備されて
いることから、この特徴を生かし
た運営基盤の強化策として、
大阪広域水道企業団を核とした
府域水道の更なる広域化を推進
することとし、大阪市を含む府域
一水道を目指す」とされている

企業団と
市町村水道事業の
統合状況

…統合が完了している１０団体

…令和３年度から統合を検討している４団体

大阪広域水道企業団との経営
統合を含む、水道事業の広域
連携に取り組む

※第４期市政マニフェストにも掲げられている
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 『水道の広域化』は、料金収入の安定化やサービス水準等の格差是正、施設余剰
能力の有効活用、災害・事故等の緊急時対応力強化（水源の複数化、バックアッ
プ機能の強化）等の効果が期待できる。

 また、人材、資金、施設、情報、水資源等の経営資源の共有化と効率的活用、ス
ケールメリットを生かした事業運営により、技術の継承を含めた運営基盤の恒久
的な維持向上と水道利用者への均一で質の高いサービスを安定的に提供するこ
とが可能となる。

 改正水道法の中で、水道の基盤強化の方策として、広域連携のより一層の推進
が求められている。

✅ 水道施設の最適配置（統廃合・集約化）や管理部門の集約等による効率的な運営

✅ 工事・委託・調達での一括発注等によるスケールメリット

✅ 適切な人員配置や人材育成等による組織体制の強化、事故・災害対応力の充実

広域化に期待される効果

水道の広域化は、技術・経営両面の運営基盤強化のための抜本的な方
策として非常に有効であり、積極的に検討・推進していく
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【課題】
 アンケートの結果、災害時や非常時に必要となる情報や、水道水の安全性に関す
る情報へのニーズが高い。

 多様化する利用者のニーズへの対応や、年々進歩する情報技術の活用が必要。

今後の

施策の

方向性

⑭-1 戦略的な情報提供・ＰＲの推進

☞積極的な情報発信やＰＲを推進し、利用者への情報発
信による連携（コミュニケーション）の促進により、
水道事業への信頼性向上や円滑な事業運営をめざしま
す。

☞水道に関する学習機会や施設見学の充実により、水道
事業への理解を深めてもらい、地域と一体となった水
道事業の運営をめざします。

主な

取り組み
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SNS等の新たな広報手法を活用するとともに、広報内容の充実を図る

市政だよりや広報誌「水さき案内」などによる従来の広報に加えて、
若年層でニーズのあるSNS等の活用や広報内容の充実が必要である。現状、課題

東大阪市 Facebook 東大阪市 公式ツイッター
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水道への理解促進

～もっと水道のことを知ってほしい～

経営状況・将来の見通しの開示
防災への取り組み
水道料金の使い道 など

東大阪市の水道事業はどんなものか、
水道施設や経営の状況がどうなってい
るかについて理解を深めてもらい、いた
だいた水道料金の使い道・料金見直し
の必要性などについて理解していただ
けるよう情報発信していく。

リスクコミュニケーション

～自分・家庭・地域でも防災～

自助（家庭での災害への備え）
共助（地域での応急給水活動）

災害時は、上下水道局で行う対策【公
助】だけでは限界があることを理解いた
だき、家庭や地域での防災対策（自助・
共助）の重要性や役割を認識していた
だけるよう情報発信していく。

 今後は、水道水の安全性などをＰＲすることに加えて、水道事業への理
解促進や災害への備え（リスクコミュニケーション）について、重点的に広
報活動を推進していく。



１．【案件１】施策推進に向けた取り組みについて

２．【案件２】「新水道ビジョン素案たたき台」について
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ひがしおおさか水道ビジョン２０３０

 東大阪市の新たな水道ビジョンの名称は、わかりやすさ・親しみやすさ
などに留意しつつ、以下のように設定します。

現行ビジョンの名称 ： 「東大阪市水道ビジョン」
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第１章 ひがしおおさか水道ビジョン２０３０の策定にあたって

１．策定の趣旨

２．計画期間と目標年度

３．位置付け

第２章 東大阪市水道事業のあらまし

１．東大阪市の概況

２．水道事業の沿革

３．水道事業の概要
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第３章 水道事業を取り巻く環境の変化

１．人口減少と水需要の減少

２．給水収益の減少

３．老朽化による更新需要の増大

４．多様化する災害リスク

５．水道事業の特徴と厳しい経営環境

第４章 東大阪の水道が目指す姿

１．基本理念

２．３つの将来像

３．８つの実現方策

４．施策体系
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第５章 実現方策を推進するための１８の施策
1. 【実現方策1】 安全な水道水質の維持・向上

施策① 水質管理体制の充実 施策② 鉛製給水管解消の推進
施策③ 貯水槽水道への指導・助言強化と直結給水の推奨

2. 【実現方策2】 効率的な水道施設の再構築と維持管理
施策④ 水道施設の最適な配置・規模での整備 施策⑤ 水道施設の適切な更新・維持管理の推進

3. 【実現方策3】 水道施設のレベルアップ
施策⑥ 水道施設の防災対策の推進

4. 【実現方策4】 危機管理のレベルアップ
施策⑦ 危機管理体制の充実 施策⑧ 地域・他事業体・企業との連携の推進

5. 【実現方策5】 経営基盤の強化
施策⑨ 適切な資産管理の推進 施策⑩ 必要な財源確保の推進

6. 【実現方策6】 組織運営の強化・効率化
施策⑪ 効率的な組織運営の推進 施策⑫ 水道に精通した人材の育成
施策⑬ 広域連携・官民連携の推進

7. 【実現方策7】 お客さまサービスの向上
施策⑭ 広報・広聴手法の充実 施策⑮ 水道サービス・手続きの充実
施策⑯ 給水工事事業者の資質向上

8. 【実現方策8 環境への配慮】
施策⑰ 省エネルギーに努めた水運用の推進 施策⑱ 環境へ配慮した事業の推進

赤字：重点施策
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第６章 これからの水道事業経営の見通し

１．投資の見通し

２．財政収支の見通し

第７章 ひがしおおさか水道ビジョン２０３０の実施に向けて

・ビジョンのフォローアップ（ＰＤＣＡ）

・管理指標

ひがしおおさか水道ビジョン2030策定の経過
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現行ビジョン

平成20年度より13年間

ひがしおおさか水道ビジョン2030

令和3～12年度（10年間）

平成20年度
(2008年度)

令和2年度
(2020年度)

目
標
年
度

計
画
期
間

令和12年度
(2030年度)

位
置
付
け

東大阪市の水道事業の最上位
に位置付られるものであり、今後
の施策の方向性を示すとともに、
持続的な事業を推進していくため
に経営基盤強化を図る経営戦略
としての位置付けも兼ねるもので
ある。

計画構造
イメージ

理念
指針

詳細
計画

水道

ビジョン

基本計画

実施計画

個別計画・事業の実施
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 新たなビジョンの基本理念は、①厚生労働省の新水道ビジョンの基本理
念、②東大阪市の現行水道ビジョンの将来像、③東大阪市第３次総合
計画のめざす将来像、を参考に以下のとおり設定する。

①厚労省新ビジョン ： 「地域とともに、信頼を未来につなぐ日本の水道」

②現行東大阪市水道ビジョン： 「すこやかな（健全な）上水道」

③第３次総合計画 ： 「つくる・つながる・ひびきあう―感動創造都市 東大阪―」

ささえる・つながる・未来につなぐ
－ すこやか水道 東大阪 －

『基本理念で示す東大阪市水道事業の目指す姿』
市民の生命・生活を支えつづけていく重要なインフラとしての使命をもち、ラグビー
からイメージされる団結力で市民・地域・近隣事業体・協力企業などと連携していきな
がら、東大阪市に携わる全ての人々を支え、またその活動をつなげ、さらに未来・次
世代に引き継いでいくことができる「すこやか水道」の実現をめざします。
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 厚生労働省新水道ビジョンの考え方を踏まえて、３つの将来像を掲げ、
新たなビジョンの基本目標を以下のように設定します。

安全・安心・安定の信頼される水道

災害に備えた強靭な水道

健全な経営を持続できる水道

⇒安全な水道水質の維持向上、水道施設の再構築と維持管理により、いつで
も、どこでも、安心して水をおいしく飲める水道を目指します。

⇒水道施設のレベルアップ、危機管理のレベルアップにより、災害等による被
害を最小限にとどめ、かつ迅速に復旧できるしなやかな水道を目指します。

⇒経営基盤の強化、組織運営の強化・効率化、お客さまサービス向上、環境へ
の配慮により、持続的な事業運営が可能な水道を目指します。
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 東大阪市の水道事業がめざす３つの将来像を実現するために、以下の
『８つの実現方策』を設定します。

将来像 実現方策

安全・安心・安定の
信頼される水道

１．安全な水道水質の維持・向上

２．効率的な水道施設の再構築と維持管理

災害に備えた
強靭な水道

３．水道施設のレベルアップ

４．危機管理のレベルアップ

健全な経営を
持続できる水道

５．経営基盤の強化

６．組織運営の強化・効率化

７．お客さまサービスの向上

８．環境への配慮
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安全・安心・安定の信頼される水道

災害に備えた強靭な水道

健全な経営を持続できる水道

ささえる・つながる・未来につなぐ
－ すこやか水道 東大阪 －

ひがしおおさか水道ビジョン２０３０

将来像を実現するための実現方策

基本

理念

将
来
像

今後10年の具体的な施策・施策推進に向けた取り組み

実現方策

施策・取組
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① R２年 ２月 趣旨・運営説明、本市水道事業の概要・現状・課題の説明

② R２年 ７月 将来の水需要・施設整備・経営、理想像・目標について意見交換

③ R２年 ８月 将来の取り組み、「新水道ビジョン素案たたき台」について意見交換【書面】

④ R２年10月 「新水道ビジョン素案」について意見交換

⑤ R３年 １月 パブリックコメント結果を反映した「新水道ビジョン最終案」の報告（書面も想定）

Ｒ
１

Ｒ
２

Ｒ
３

12
月

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

懇
話
会

局
作
業

ア
ン
ケ
ー
ト

１ ２ ３ ４

懇話会予定開催日程及び内容

説明
○座長互選
○概要・課題

意見交換
○将来環境
○理想像・目標

【書面開催】意見交換
〇取り組み
○素案たたき台

意見交換
○素案

新
ビ
ジ
ョ
ン
策
定

５

懇話会の意見を活
用し、『新ﾋﾞｼﾞｮﾝ案』
をとりまとめ

パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
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